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1デジタルの日（仮称） の設定について

〇デジタル関連法案ＷＧ（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/egov/）での議論等を踏まえ、社会全
体でデジタルを思い出す・感じる定期的な機会として、「デジタルの日（仮称）」を設定。官民で連携し、 デジタ
ル関連の技術・サービスを利用した祝祭を実施する。

○具体的な日付については、様々な国民の皆様等の御意見を踏まえて決定予定（デジタル庁設置後から実施）。

デジタル改革アイデアボックス上に、候補日を提示。
12月11日までの国民の皆様からのご意見・コメント等を
踏まえて、年内に決定する。

「デジタルの日」の検討方法 （参考）海外類似事例

＜スイス・デジタルデー＞
スイスでは、2017年より毎年秋に
“デジタルデー”と称して国主導のデ
ジタル関連イベントを開催。2020
年は26都市で500以上の無料イ
ベントが行われ、8万人を動員
（2019年は27万人動員）

＜ブラック・フライデー＞

アメリカで毎年11月の第四金曜日に行われる、一年で最大の
セール実施日。年末商戦の皮切り日とも言われており、小売
主導で消費喚起が行われる。

＜デジタル放送の日＞

日本では、デジタル放送に対する理解を深め、その発展と普及
を図るため、2006年より毎年12月1日を“デジタル放送の日”
と定め、デジタル放送の普及イベントやキャンペーンが行われる。



2「デジタルの日（仮称）」発表/実施に向けたお願い

○「デジタルの日(仮称)」候補日に対する意見を、12月11日までアイデアボックス（https://ideabox.cio.go.jp/）で募
集中(候補日:1月1日、10月10日、11月11日等)。

○12月下旬に決定のうえ、「デジタルの日(仮称)」の発表イベントを実施予定。団体の代表者の皆様にオンラインでイベン
トに参加いただくとともに、各団体・企業・機関の皆様にはロゴマーク掲出等により「デジタルの日(仮称)」への参加表明を
していだくことなどを検討。

○各団体・企業・機関の皆様におかれては、「デジタルの日」へのご参加をご検討いただきたい。

「デジタルの日(仮称)」発表イベント（検討中）

① 参加いただける各団体・企業・機関等の社名・ロゴ
マークを掲載するとともに、

② それぞれデジタルの日に実施していただけるイベント・
キャンペーン・取組等を（可能な範囲で）発表

具体的な「デジタルの日(仮称) 」の企画/仕掛けづくり

・各団体及び企業・機関等として実施いただける具体的なイベント・キャンペーン・取組の検討
・その他「デジタルの日(仮称)」を様々な方に参加いただくための仕掛けづくりの検討

令和2年12月下旬 「デジタルの日(仮称) 」当日

関係者限り


